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新価で補償! 自己負担なく再築または再取得することができます。
建物全体、またはその一部を住宅として使用している専用住宅、併用住宅の方…新総合火災共済

時価額の補償、特約により新価でのお引き受けも可能です。
　9種類の事故・災害に備える幅広い補償…総合火災共済
　4種類の事故・災害に備えるスリムな補償…普通火災共済
　万一の火災をしっかり補償…普通火災共済Ⅱ
一定規模※以上の工場敷地内にある建物、屋外設備装置などの動産を補償…普通火災共済（工場物件用）
　　※作業人員常時50人以上、動力50kW以上、電力100kW以上使用のいずれかに該当する場合
　（注）お引き受けには一定の条件がある場合があります。
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商品・製品等損害特約 Ｐ9
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風災等支払方法拡充特約
新価共済特約
価額協定共済特約
水害共済金補償特約
地震危険補償特約
地震見舞金補償特約
借家人賠償責任補償特約

併用住宅物件で設備・什
じゅう
器等を補償の対象にする特約

併用住宅物件で商品・製品等を補償の対象にする特約

時価でのお支払いを新価でのお支払いに変更する特約

風・雹
ひょう
・雪の自然災害の場合、損害の額が20万円未満の場合も補償

工場物件の水災について補償する特約
地震等による倒壊・火災・埋没・流出等に備える特約
地震等による倒壊・火災・埋没・流出等に備える特約
賃貸物件の入居者が貸主への損害賠償に備える補償

時価でのお支払いを新価でのお支払いに変更する特約 参照
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総合火災共済・普通火災共済 工場物件 普通火災共済Ⅱ

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の場合
1事故1敷地内ごとに300万円が限度です。
※普通火災共済（工場物件）は2,000万円が限度です。 ※普通火災共済Ⅱは補償はありません。

自動セットされる費用共済金 ※普通火災共済Ⅱ契約のとき
　普通火災共済臨時費用等支払特約（住宅・非住宅物件可）を
　付帯した場合に補償されます。

総合火災共済 普通火災共済 普通火災共済Ⅱ

注1 住宅物件…単に住居のみに使用される建物、屋外設備、装置及びこれらの収容家財をいいます。　注2 普通物件…普通火災共済で、住宅物件および工場物件に該当しないもの をいい、普通火災共済Ⅱおよび総合火災共済でいう非住宅物件も同様です。
注3 工場物件…作業人員常時50人以上、動力50kW以上、電力100kW以上使用のいずれかに該当する場合を工場物件といいます。　注4 住宅物件および普通物件・工場物件で 居住部分にかかわる費用はお支払いできません。
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総合火災共済・普通火災共済 工場物件 普通火災共済Ⅱ

住宅・普通物件 工場物件
総合火災共済 普通火災共済 普通火災共済Ⅱ 普通火災共済

総合火　災共済
普通火災共済　（住宅物件）　 
普通火災共済Ⅱ　（住宅物件）  　 

普通火災共済
（普通物件・工場物件）

普通火災共済Ⅱ
（非住宅物件）



地震見舞金補償特約
地震による倒壊・火災・津波、噴火が生じ
た場合の家財を補償
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●お支払いする地震見舞金

契約限度額…地震見舞金特約における共済の対象は、主
契約の建物内収容動産とし、この特約の共済金額は主契約
の10％以内で１敷地内の限度額を100万円とします。

●共済金額の設定方法

●お支払いする地震見舞金補償特約の地震見舞金総額（1回
の地震等につき会員組合全体で50億円以内）を超える場
合は、支払うべき地震見舞金を削減してお支払いします。
●地震に関する特約を単独でご契約いただくことはできま
せん。火災共済にセットし、ご加入ください。
●72時間位内に生じた2以上の地震等は、これらを一括し
て1回の地震等とみなします。

●その他

この特約には地震保険料控除は適用されません。
●地震保険料控除について

●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生
じた損害
●損害の程度が全壊または全損と認定された場合は、その
損害が生じたときに遡って終了しますので、終了後に発
生した地震等による損害は補償されません。
●地震に関する特約の共済掛金との合計額を領収する前
に生じた事故

●地震共済金をお支払いできない主な場合

特約共済金額100万円を付帯した場合
全損のとき 半損のとき 一部損のとき

共済価額の80％以上

100万円
（特約共済金額の100％）

共済価額の
30％以上80％未満

50万円
（特約共済金額の50％）

共済価額の
10％以上30％未満

5万円
（特約共済金額の5％）

　地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災（延焼・拡大を含みます。）・損壊・埋没・流失によって建物内
収容動産が損害を受けた場合に地震見舞金を支払います。

●補償内容

建物の用途　
共済の対象 家財

専用住宅 併用住宅地震見舞金補償特約

　昭和56年6月以降に新築された建物に収容されている「家財」（専用住宅及び併用住宅が対象です。）
　建物、什

じゅう
器・備品、商品、機械・設備は対象になりません。

※昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。

●共済の対象
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